
発行者 徳島県

徳 島 県 報 発行所 徳島県監察局

法制文書課

定期第２４０号 令和２年９月８日発行

目 次

※は県例規集登載
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番 号 表 題 担当課名

１２※ 徳島県兼務発令に関する規程の一部を改正 人事課

する訓令 行政改革室



徳
島
県
訓
令
第
十
二
号

庁

中

一

般

東

部

各

局

各

セ

ン

タ

ー

等

各

総

合

県

民

局

徳
島
県
兼
務
発
令
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
九
月
四
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

徳
島
県
兼
務
発
令
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

徳
島
県
兼
務
発
令
に
関
す
る
規
程
（
平
成
二
十
二
年
徳
島
県
訓
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
九
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

徳
島
県
徳
島
保
健
所
、
徳
島
県
阿
南
保
健
所
、
徳
島
県
美
波
保
健
所
、
徳
島
県
吉
野
川
保
健
所
、
徳

島
県
美
馬
保
健
所
又
は
徳
島
県
三
好
保
健
所
の
兼
務
を
命
ぜ
ら
れ
、
か
つ
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
（
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
三
十
一
号
）
附
則
第
一

条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
を
い
う
。
）
の
発
生
の
予
防
及
び
ま
ん
延

の
防
止
に
関
す
る
事
務
に
従
事
す
る
職
員
（
当
該
保
健
所
の
長
又
は
次
長
を
兼
務
す
る
者
を
除
く
。
）

は
、
徳
島
県
徳
島
保
健
所
、
徳
島
県
阿
南
保
健
所
、
徳
島
県
美
波
保
健
所
、
徳
島
県
吉
野
川
保
健
所
、

徳
島
県
美
馬
保
健
所
及
び
徳
島
県
三
好
保
健
所
（
既
に
兼
務
を
命
ぜ
ら
れ
て
い
る
徳
島
県
保
健
所
を
除

く
。
）
の
兼
務
を
命
ぜ
ら
れ
た
も
の
と
す
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
二
年
九
月
四
日
か
ら
施
行
す
る
。


